
【総領事館からのお知らせ：安全対策情報：１２月】 

 

   平成２８年１２月８日（総１６第２５号） 

   在デンパサール日本国総領事館 

 

１ 治安情勢 

（１）テロ関連情報 

１１月中旬、東カリマンタン州の教会に、男が火炎瓶を投げ入れ、死傷者が出るテロ事件が発生し

た他、インドネシア各地で、テロに関連した事件の発生、容疑者の摘発が相次いでいます。 

テロはいつどこでも発生する可能性があります。引き続き、最新の治安情勢等の関連情報を入手し、

日頃から危機管理意識を高く持つよう努め、特にテロの標的となりやすい場所（ナイトクラブなど多

くの欧米人が集まる場所、ショッピングモール等不特定多数が集まる場所、政府・警察関係施設、宗

教関連施設等）を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかに

その場を離れる等、安全確保に十分注意を払ってください。 

（２）年末年始の安全対策 

クリスマス及び年末年始は、テロの脅威が高まる時期として、インドネシアの治安当局は警戒を強

めていることもあり、この時期は特に注意が必要です。 

また、日本外務省は海外安全情報（広域情報）「年末年始に海外に渡航・滞在される方の安全対策

のためのお知らせ ～テロ・感染症・麻薬犯罪等対策と「たびレジ」による緊急連絡先登録のお願い～ 」

を発出し、海外安全ホームページに掲載しておりますところ、詳細は以下URLをご参照下さい。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C329.html 

 

２ 一般情勢 

（１）デング熱 

当地保健当局によれば、１１月中のバリ州におけるデング熱感染者（死者２名、罹患者５９４名）

の発生が報告されています。先月（死者２名、罹患者約６２０名）から罹患者は横ばいで、流行が

継続していますので、引き続き注意が必要です。  

デング熱は、蚊に刺されないようにすることが最も有効な予防策です。外出の際は長袖・長ズボ

ンを着用する、虫除けスプレーを使用する等防蚊対策を徹底するとともに、体調管理により抵抗力

を保つ等、予防に努めてください。 

（２） ジカ熱 

  世界保健機関（ＷＨＯ）がジカウイルス流行地域に対する緊急事態宣言を終了したことに伴い、日本

外務省もインドネシアに発出していた感染症危険情報を取り下げました。一方でジカウイルスに対

しては防蚊対策を講じるなどの注意は引き続き必要です。詳細は以下URLをご参照下さい。 

  http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C312.html 

（３）麻薬・薬物への注意 

 バリ州各地において、引き続き、インドネシア人、外国人を問わず麻薬・薬物関連の逮捕事案が

続いています。インドネシア当局は薬物違反事件の摘発を推進しており、また、外国人に対しても

死刑を含む重い判決を下すなど、薬物犯罪に対し厳しい姿勢で臨んでいます。麻薬・薬物には絶対

に関与しないようにしてください。また、薬物が蔓延しているような危険な場所には近寄らないこ

とをお奨めします。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C329.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C312.html


 

３ 邦人事件・事故関係 

（１） スリ・ひったくり 

夜間の繁華街でのひったくり被害が引き続き発生しています。貴重品は出来るだけ持ち歩かな

い等、所持品の管理に注意し、徒歩での移動の場合には周囲に十分警戒してください。 

・午前５時頃、クタ地区バクンサリ通りを女性旅行者が単独歩行中、前方から進行してきたオ

ートバイにすれ違いざまに肩掛け鞄をひったくられた。 

・午前４時頃、レギャン地区サハデワ通りを女性旅行者が単独歩行中、後方から進行してきた

オートバイに乗った犯人に手持ちのクラッチバッグをひったくられた。 

（２）交通事故 

邦人女性旅行者が、運転手付きレンタカーでウブド地区を観光中、車両同士の衝突事故に遭い、重

傷を負う事故が発生しました。 

当地では交通事故が頻発しており、自らが第一当事者にならなくとも他の交通により事故に巻

き込まれてしまうこともあり得ますので、身の安全確保に十分ご注意ください。 

なお、万一事故に遭い被害を負ってしまった場合、加害側の賠償能力はほぼ期待出来ません。

旅行等の際には、十分な海外傷害保険等に加入しておくことを強くお勧めします。 

（３）飲酒運転 

年末年始は何かと飲酒の機会が増えますが、飲酒運転は当国でも違法です。飲酒運転で事故を

起こした場合には、重い刑罰が科せられることになりますので厳にご注意ください。 

 

４ その他 

○ 年末年始における当館の休館日 

１２月２６日（月）は当地の祝日により休館日となります。また、１２月２９日（木）から来

年１月１日（日）までは年末年始の休館日となります。 

休館日及び開館時間外の夜間においても、緊急の場合には、当館代表(０３６１－２２７６２８)

に電話いただければ、連絡が可能となっています。 

 12月26日（月）         休館 

 12月27日（火）～ 28日（水）  開館 

 12月29日（木）～ 1月 1日（日） 休館                                                    

以 上 


